
第１０章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき 

１ 仕事を辞めるとき 

（１）無期労働契約の場合（退職） 

    ア 合意退職 

労働者（会社）が退職の意思表示をし，会社（労働者）が受理するこ

とで労働契約が解除されます。 

イ 自己都合退職 

労働者が会社に退職を申し出て１４日を経過すれば、労働契約が 

解除されます。ただし、就業規則で「何日前」という規定があれば、規

定に従うことが望ましいでしょう。また、やむを得ない理由があるとき

は、直ちに辞めることができます。 

ウ 定年退職 

         労働者が一定の年齢に達した時に労働契約が終了します。 

 

（２）有期労働契約の場合（契約期間満了） 

契約期間が満了することに伴い労働契約が終了します。 

やむを得ない理由がない限り、契約期間の途中で辞めることはできな 

いが、やむを得ない理由があるときは、直ちに辞めることができます。 

 ただし、１年を超える有期労働契約を結んだ労働者は、当該労働契約 

の初日から１年を経過した日以降、使用者に申し出ることにより、いつで 

も辞めることができます。 

 

（３）無期労働契約および有期労働契約の場合に共通して 

明示された労働条件と実際が違う場合は直ちに退職できます。使用者

から借りている金品は、速やかに返却しましょう。 

また、健康保険には、退職後も一定期間適用を受けることができる制度 

があります。 

 

（４）使用者の義務 

ア 賃金及び積立金、貯蓄金などについて 

労働者から請求があれば、７日以内に、賃金を支払い、また、積立 

金、貯蓄金などの労働者の金品を返還しなければなりません。 

第10章　仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき

98

第 

10 

章



※ 協会けんぽ（全国健康保険協会管掌健康保険）の加入者は、協会けんぽ
福岡支部（郵送可）で手続を行う必要があります。年金事務所（東福岡年金事
務所を除く）でも受け付けます。 

◆主な関係条文：民法６２７～６２８条、労働基準法２２～２３条 
雇用保険法１３条、３７の２～３８条、同法施行規則７条 
国民健康保険法６～７条、５６条、同法施行規則３条 
国民年金法７～8 条、同法施行規則１条の２ 

 

２ 仕事を辞めさせられるとき 

会社からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいます。 

労働者は、労働の対価として使用者から受け取る賃金によって生活してい

ます。使用者から突然解雇されると、労働者やその家族の生活は成り立ちま

せん。そこで解雇については労働基準法などにより、労働者を保護する立

場から一定の制限がされています。 

また、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認

められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」ことが、労

働契約法１６条に明記されています。 

（１）解雇の種類 

ア 普通解雇 

使用者側の理由であれ、労働者側の理由であれ、これ以上継続的な

契約の履行はできないとして、使用者が一方的に労働契約を解消する

ものです。 

イ 懲戒解雇 

労働者に非違行為があるときに、懲戒（制裁）処分として行うもので、

通常の懲戒処分の中では最も重いものとなります。 

ウ 整理解雇 

整理解雇も普通解雇の１つですが、人員整理の目的で労働者を解雇

するもので、次の要件を備えていれば解雇権濫用ではないと判断され

ます（整理解雇の４要件（要素））。  

① 整理解雇を行うべき客観的必要性が存在すること 

② 使用者が整理解雇を回避する努力を尽くしたこと 

③ 対象者選定の基準及びその運用が客観的に合理的であること 

④ 労働者や労働組合に対する説明や協議を十分行っていること 

イ 退職金について 

退職金は、就業規則などに規定があれば支払わなければなりませ

ん。その規定に支給日の定めがない場合、労働者から請求があれば

７日以内に支払わなければなりません。 

ウ 雇用保険について 

雇用保険資格喪失の手続を１０日以内に行い、離職票を交付しなけ

ればなりません。 

 

（５）労働者が証明を請求できる事項 

労働者が以下の内容について証明書を請求した場合は、使用者は遅

滞なく交付しなければなりません。 

ア 使用期間 

イ 業務の種類 

ウ その事業における地位 

エ 賃金 

オ 退職の事由（解雇の場合はその理由） 

カ 解雇予告された場合は（予告日から解雇日までの間）その理由 

なお、退職時等の証明書に労働者が請求しない事項について記入す

ることは禁じられています。また、その他、労働者の就職の妨げになる行

為は禁じられています。 

 

（６）退職に伴う主な社会保険の手続 
退職後、社会保険の手続期限に遅れると、不利益が生じるおそれがあります。 
種 類 内 容 手続場所 手続期間 その他注意事項 

雇用保険 
失業給付の
受給 

ハローワーク
離職後できる
だけ早く 

離職票と雇用保険被保
険者証を会社から受領

健康保険 

在職中の 健
康保険への
継続加入 

健保組合 
又は 協会け
んぽ※ 

退職日の 翌
日から２０日
以内 

原則として退職後２年
間に限られ、保険料は
自己負担 

国民健康保
険への 新規
加入 

市区役所又
は町村役場 

退職日の 翌
日から１４日
以内 

健康保険の被保険者
資格の喪失届の写など
を会社から受領 

公的年金 
国民年金へ
の新規加入 

市区役所又
は町村役場 

退職日の 翌
日から１４日
以内 

国保加入者である被扶
養者の被保険者種別
の変更も行う 
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※ 協会けんぽ（全国健康保険協会管掌健康保険）の加入者は、協会けんぽ
福岡支部（郵送可）で手続を行う必要があります。年金事務所（東福岡年金事
務所を除く）でも受け付けます。 

◆主な関係条文：民法６２７～６２８条、労働基準法２２～２３条 
雇用保険法１３条、３７の２～３８条、同法施行規則７条 
国民健康保険法６～７条、５６条、同法施行規則３条 
国民年金法７～8 条、同法施行規則１条の２ 

 

２ 仕事を辞めさせられるとき 

会社からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいます。 

労働者は、労働の対価として使用者から受け取る賃金によって生活してい

ます。使用者から突然解雇されると、労働者やその家族の生活は成り立ちま

せん。そこで解雇については労働基準法などにより、労働者を保護する立

場から一定の制限がされています。 

また、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認

められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」ことが、労

働契約法１６条に明記されています。 

（１）解雇の種類 

ア 普通解雇 

使用者側の理由であれ、労働者側の理由であれ、これ以上継続的な

契約の履行はできないとして、使用者が一方的に労働契約を解消する

ものです。 

イ 懲戒解雇 

労働者に非違行為があるときに、懲戒（制裁）処分として行うもので、

通常の懲戒処分の中では最も重いものとなります。 

ウ 整理解雇 

整理解雇も普通解雇の１つですが、人員整理の目的で労働者を解雇

するもので、次の要件を備えていれば解雇権濫用ではないと判断され

ます（整理解雇の４要件（要素））。  

① 整理解雇を行うべき客観的必要性が存在すること 

② 使用者が整理解雇を回避する努力を尽くしたこと 

③ 対象者選定の基準及びその運用が客観的に合理的であること 

④ 労働者や労働組合に対する説明や協議を十分行っていること 

イ 退職金について 

退職金は、就業規則などに規定があれば支払わなければなりませ

ん。その規定に支給日の定めがない場合、労働者から請求があれば

７日以内に支払わなければなりません。 

ウ 雇用保険について 

雇用保険資格喪失の手続を１０日以内に行い、離職票を交付しなけ

ればなりません。 

 

（５）労働者が証明を請求できる事項 

労働者が以下の内容について証明書を請求した場合は、使用者は遅

滞なく交付しなければなりません。 

ア 使用期間 

イ 業務の種類 

ウ その事業における地位 

エ 賃金 

オ 退職の事由（解雇の場合はその理由） 

カ 解雇予告された場合は（予告日から解雇日までの間）その理由 

なお、退職時等の証明書に労働者が請求しない事項について記入す

ることは禁じられています。また、その他、労働者の就職の妨げになる行

為は禁じられています。 

 

（６）退職に伴う主な社会保険の手続 
退職後、社会保険の手続期限に遅れると、不利益が生じるおそれがあります。 
種 類 内 容 手続場所 手続期間 その他注意事項 

雇用保険 
失業給付の
受給 

ハローワーク
離職後できる
だけ早く 

離職票と雇用保険被保
険者証を会社から受領

健康保険 

在職中の 健
康保険への
継続加入 

健保組合 
又は 協会け
んぽ※ 

退職日の 翌
日から２０日
以内 

原則として退職後２年
間に限られ、保険料は
自己負担 

国民健康保
険への 新規
加入 

市区役所又
は町村役場 

退職日の 翌
日から１４日
以内 

健康保険の被保険者
資格の喪失届の写など
を会社から受領 

公的年金 
国民年金へ
の新規加入 

市区役所又
は町村役場 

退職日の 翌
日から１４日
以内 

国保加入者である被扶
養者の被保険者種別
の変更も行う 
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解雇予告と解雇予告手当を併用する場合は、双方を合算して、少なくとも

３０日分以上としなくてはなりません。ただし、解雇を予告する日は日数に算

入されません。 
例）７月３１日に解雇される場合の解雇予告及び解雇予告手当 

解雇予告日       ７/３１  
    ↓  

７/１  解雇予告手当の支払いは不要 
  

７/１１   最低１０日分 
  

７/２１   最低２０日分 
 

即日解雇  最低３０日分 

■ 解雇予告の適用除外 

① 天災事変などで事業場が焼失したり、倒壊したりして、事業が継続

できない場合で労働基準監督署長の認定を受けた場合 

② 労働者の責めに帰すべき事由がある場合で労働基準監督署長の

認定を受けた場合 

③ 解雇しようとする労働者が以下のいずれかに当たる場合 

・ 日々雇い入れられる者 

（1 か月を超えて引き続き使用される場合を除く） 

・ 契約期間が２か月以内の者 

（所定契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く） 

・ ４か月以内の季節的業務に使用される者 

（所定契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く） 

・ 試用期間中の者 

（14 日を超えて引き続き使用される場合を除く） 

（５）解雇通告を受けたら 

使用者から「解雇通告」を受けたら、まず以下の３点をチェックして、納

得がいかない場合は「受け入れられない」旨の意思表示をしましょう。 

① 解雇の権限を有している人の明確な通知であるか 

② 解雇理由が事実かどうか 

③ 解雇理由が解雇に値すると考えられるか 

また、解雇なのに「退職願」を提出するように言われることがあります。

提出してしまうと、雇用保険の受給で不利益を受けることがありますので、

提出せずに労働者支援事務所等に御相談下さい。 

（２）法律上禁止される解雇 

使用者は、次のような解雇をしてはなりません（主なもの）。 

・ 国籍・信条又は社会的身分を理由とするもの 

・ 仕事でケガや病気をして、療養のために休業している期間と、その

後３０日間を過ぎていないもの 

・ 労働者が事業場の法律違反を労働基準監督署に申告したことを理

由とするもの 

・ 労働組合を結成しようとしたことや、正当な労働組合活動などを理由

とするもの 

・ 女性が産前・産後に休業している期間とその後３０日間を過ぎていな

いもの 

・ 女性労働者が結婚、妊娠、出産又は産前・産後に休業したことを理

由とするもの 

・ 育児休業や介護休業を申し出たことや、取得したことを理由とするも  

の 

・ 労働者が福岡労働局（厚生労働省の地方労働局）に紛争解決援助を

求めたことや、紛争調停委員会による調停を申請したことを理由とする

もの 

・ 労働者が「公益通報」したことを理由とするもの 

・ 労働者が「労働者派遣法」違反を申告したことを理由とするもの 

 

（３）解雇の手続き 

使用者は労働者を解雇しようとする場合は、労働協約や就業規則に定めて

いる解雇の事由と手続に従って解雇しなければなりません。 

また、使用者は、解雇予告した労働者が請求すれば、解雇理由について

証明書を遅滞なく交付しなければなりません（即日解雇の場合でも同様で

す）。 

 

（４）解雇の予告及び解雇予告手当について 

使用者は労働者を解雇しようとするときは、少なくとも３０日前にその予告

をするか、解雇予告手当（３０日分以上の平均賃金）を支払わなければなりま

せん。 
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解雇予告と解雇予告手当を併用する場合は、双方を合算して、少なくとも

３０日分以上としなくてはなりません。ただし、解雇を予告する日は日数に算

入されません。 
例）７月３１日に解雇される場合の解雇予告及び解雇予告手当 

解雇予告日       ７/３１  
    ↓  

７/１  解雇予告手当の支払いは不要 
  

７/１１   最低１０日分 
  

７/２１   最低２０日分 
 

即日解雇  最低３０日分 

■ 解雇予告の適用除外 

① 天災事変などで事業場が焼失したり、倒壊したりして、事業が継続

できない場合で労働基準監督署長の認定を受けた場合 

② 労働者の責めに帰すべき事由がある場合で労働基準監督署長の

認定を受けた場合 

③ 解雇しようとする労働者が以下のいずれかに当たる場合 

・ 日々雇い入れられる者 

（1 か月を超えて引き続き使用される場合を除く） 

・ 契約期間が２か月以内の者 

（所定契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く） 

・ ４か月以内の季節的業務に使用される者 

（所定契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く） 

・ 試用期間中の者 

（14 日を超えて引き続き使用される場合を除く） 

（５）解雇通告を受けたら 

使用者から「解雇通告」を受けたら、まず以下の３点をチェックして、納

得がいかない場合は「受け入れられない」旨の意思表示をしましょう。 

① 解雇の権限を有している人の明確な通知であるか 

② 解雇理由が事実かどうか 

③ 解雇理由が解雇に値すると考えられるか 

また、解雇なのに「退職願」を提出するように言われることがあります。

提出してしまうと、雇用保険の受給で不利益を受けることがありますので、

提出せずに労働者支援事務所等に御相談下さい。 

（２）法律上禁止される解雇 

使用者は、次のような解雇をしてはなりません（主なもの）。 

・ 国籍・信条又は社会的身分を理由とするもの 

・ 仕事でケガや病気をして、療養のために休業している期間と、その

後３０日間を過ぎていないもの 

・ 労働者が事業場の法律違反を労働基準監督署に申告したことを理

由とするもの 

・ 労働組合を結成しようとしたことや、正当な労働組合活動などを理由

とするもの 

・ 女性が産前・産後に休業している期間とその後３０日間を過ぎていな

いもの 

・ 女性労働者が結婚、妊娠、出産又は産前・産後に休業したことを理

由とするもの 

・ 育児休業や介護休業を申し出たことや、取得したことを理由とするも  

の 

・ 労働者が福岡労働局（厚生労働省の地方労働局）に紛争解決援助を

求めたことや、紛争調停委員会による調停を申請したことを理由とする

もの 

・ 労働者が「公益通報」したことを理由とするもの 

・ 労働者が「労働者派遣法」違反を申告したことを理由とするもの 

 

（３）解雇の手続き 

使用者は労働者を解雇しようとする場合は、労働協約や就業規則に定めて

いる解雇の事由と手続に従って解雇しなければなりません。 

また、使用者は、解雇予告した労働者が請求すれば、解雇理由について

証明書を遅滞なく交付しなければなりません（即日解雇の場合でも同様で

す）。 

 

（４）解雇の予告及び解雇予告手当について 

使用者は労働者を解雇しようとするときは、少なくとも３０日前にその予告

をするか、解雇予告手当（３０日分以上の平均賃金）を支払わなければなりま

せん。 
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また、倒産直前になると、賃金の支払いが遅れがちになりますので、未

払い賃金の総額に匹敵する会社財産を労働者に譲渡する協定を、経営

者との間で結んでおくことが必要です。経営者との交渉は、労働者個人で

は大変難しいので、労働組合を結成して行うことが効果的です。 

 

（２）倒産後の賃金や退職金の確保 

倒産後に賃金や退職金などの労働債権を確保するためには、早急な対

応が重要であり、早ければ早いほど確保できる可能性が高まります。本来、

労働債権は、抵当権などを除き税金・社会保険料などに次いで優先的に確

保されますが、他の債権者との関係もあり、事実上早い者勝ちと考えた方

がよいです。弁護士や労働組合と相談の上、会社側に支払要求や確保依

頼を行い、困難な場合は一般先取特権に基づく差押（または仮差押）を行

いましょう。 

 

（３）未払い賃金の立替払制度 

企業倒産により賃金や退職金が支払われないまま退職した労働者に対

して、未払の賃金や退職金の一部を立替払いする制度で、独立行政法人

労働者健康安全機構が事業を実施し、最寄りの労働基準監督署が窓口で

す。 

立替払いをした場合には、独立行政法人労働者健康安全機構がその

分の賃金債権を代位取得し、求償権を行使することになります。 

ア 要件 

事
業
主
（会
社
）の
要
件 

①労災保険の適用事業の事業主、かつ、１年以上事業を実施 

②
倒
産
し
た
こ
と 

法律上の倒産 ・ 破産手続開始決定（破産法） 
・ 特別清算手続開始命令（会社法） 
・ 再生手続開始決定（民事再生法） 
・ 更生手続開始決定（会社更生法） 

事実上の倒産
（中小企業事
業主(※)のみ） 

事業活動停止し、再開見込みがなく、賃金支払能力
がないこと（労働基準監督署長の認定） 
（※Ｐ１４０ 「■加入できる企業」に同じ） 

労
働
者
の
要
件 

①破産の申立て等（事実上の倒産の認定申請）の日の６か月前から２年
間の間に退職 

②未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等が
証明（事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長が確認） 

③破産宣告等（事実上の倒産の認定）の日の翌日から起算して２年以内
に立替払請求 

（６）採用内定取消しについて 

採用内定は、企業が内定通知を出し、求職者から入社誓約書や身元保

証書などを受領した時点で、労働契約が成立したと見られる場合が多いよ

うです。 

労働契約が成立していれば、採用内定取り消しは、解雇と判断され、使

用者に３０日前の予告か解雇予告手当の支払い義務が生じます。 

内定の取り消しは、恣意的にできるものではなく、契約書等で定められ

た解約事由が生じた場合に限られていると判断されます。 

 

◆主な関係条文：労働基準法３条､１９条～２２条、８９条､１０４条 

労働契約法１６条、労働組合法７条 

男女雇用機会均等法９条、育児・介護休業法１０条 

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律４条 

公益通報者保護法３条、労働者派遣法４９条の３ 

 

３ 会社が倒産したら（賃金･退職金の確保） 

会社が倒産し、賃金や退職金を受給できないケースが見受けられます。 

本来、賃金や退職金は、一般先取特権として民法で特別に保護されてい

るので、優先的に支払ってもらえるはずなのですが、会社倒産の場合、請求

した頃には会社財産が既になく、支払ってもらえないことが多いようです。 

労働者の力では、倒産そのものを防止することは大変難しいので、せめて

賃金や退職金だけでも確保したいものです。 

 

（１）倒産前の賃金、退職金、社内預金の確保 

「賃金の支払いの確保等に関する法律」により､経営者は､どんな場合で

も賃金や退職金を確実に支払える手立てを講じなければなりません｡ 

 

例）・経営者が倒産などで社内預金や退職金を支払えなくなったとき､

「金融機関が経営者に代わって支払う」という保証契約を経営者と金

融機関との間で結ぶ 

・中小企業退職金共済制度のように社外積立型の退職金制度に加

入する  など 
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また、倒産直前になると、賃金の支払いが遅れがちになりますので、未

払い賃金の総額に匹敵する会社財産を労働者に譲渡する協定を、経営

者との間で結んでおくことが必要です。経営者との交渉は、労働者個人で

は大変難しいので、労働組合を結成して行うことが効果的です。 

 

（２）倒産後の賃金や退職金の確保 

倒産後に賃金や退職金などの労働債権を確保するためには、早急な対

応が重要であり、早ければ早いほど確保できる可能性が高まります。本来、

労働債権は、抵当権などを除き税金・社会保険料などに次いで優先的に確

保されますが、他の債権者との関係もあり、事実上早い者勝ちと考えた方

がよいです。弁護士や労働組合と相談の上、会社側に支払要求や確保依

頼を行い、困難な場合は一般先取特権に基づく差押（または仮差押）を行

いましょう。 

 

（３）未払い賃金の立替払制度 

企業倒産により賃金や退職金が支払われないまま退職した労働者に対

して、未払の賃金や退職金の一部を立替払いする制度で、独立行政法人

労働者健康安全機構が事業を実施し、最寄りの労働基準監督署が窓口で

す。 

立替払いをした場合には、独立行政法人労働者健康安全機構がその

分の賃金債権を代位取得し、求償権を行使することになります。 

ア 要件 

事
業
主
（会
社
）の
要
件 

①労災保険の適用事業の事業主、かつ、１年以上事業を実施 

②
倒
産
し
た
こ
と 

法律上の倒産 ・ 破産手続開始決定（破産法） 
・ 特別清算手続開始命令（会社法） 
・ 再生手続開始決定（民事再生法） 
・ 更生手続開始決定（会社更生法） 

事実上の倒産
（中小企業事
業主(※)のみ） 

事業活動停止し、再開見込みがなく、賃金支払能力
がないこと（労働基準監督署長の認定） 
（※Ｐ１４０ 「■加入できる企業」に同じ） 

労
働
者
の
要
件 

①破産の申立て等（事実上の倒産の認定申請）の日の６か月前から２年
間の間に退職 

②未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等が
証明（事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長が確認） 

③破産宣告等（事実上の倒産の認定）の日の翌日から起算して２年以内
に立替払請求 

（６）採用内定取消しについて 

採用内定は、企業が内定通知を出し、求職者から入社誓約書や身元保

証書などを受領した時点で、労働契約が成立したと見られる場合が多いよ

うです。 

労働契約が成立していれば、採用内定取り消しは、解雇と判断され、使

用者に３０日前の予告か解雇予告手当の支払い義務が生じます。 

内定の取り消しは、恣意的にできるものではなく、契約書等で定められ

た解約事由が生じた場合に限られていると判断されます。 

 

◆主な関係条文：労働基準法３条､１９条～２２条、８９条､１０４条 

労働契約法１６条、労働組合法７条 

男女雇用機会均等法９条、育児・介護休業法１０条 

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律４条 

公益通報者保護法３条、労働者派遣法４９条の３ 

 

３ 会社が倒産したら（賃金･退職金の確保） 

会社が倒産し、賃金や退職金を受給できないケースが見受けられます。 

本来、賃金や退職金は、一般先取特権として民法で特別に保護されてい

るので、優先的に支払ってもらえるはずなのですが、会社倒産の場合、請求

した頃には会社財産が既になく、支払ってもらえないことが多いようです。 

労働者の力では、倒産そのものを防止することは大変難しいので、せめて

賃金や退職金だけでも確保したいものです。 

 

（１）倒産前の賃金、退職金、社内預金の確保 

「賃金の支払いの確保等に関する法律」により､経営者は､どんな場合で

も賃金や退職金を確実に支払える手立てを講じなければなりません｡ 

 

例）・経営者が倒産などで社内預金や退職金を支払えなくなったとき､

「金融機関が経営者に代わって支払う」という保証契約を経営者と金

融機関との間で結ぶ 

・中小企業退職金共済制度のように社外積立型の退職金制度に加

入する  など 
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第１１章 職場におけるパワーハラスメント 

１ 職場におけるパワーハラスメントと法制度 

職場のパワーハラスメントは、労働者の尊厳や人格を侵害する許されな

い行為です。また、職場環境を悪化させ、職場の生産性も低下するなど企

業にとっても大きな損失となることから、職場のパワーハラスメントをなくす

取り組みは重要な課題となっています。 

このため、労働施策総合推進法により、中小企業を含むすべての事業

主に職場におけるパワーハラスメント防止対策が義務付けられています。 

（１）職場におけるパワーハラスメント 

 職場において行われる、次のアからウまでの要素をすべて満たすも

のをいいます。 

ア 優越的な関係を背景とした言動 

イ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 

ウ 労働者の就業環境が害されるもの 

 

（２）「職場」とは 

事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所をいい、通常就業し

ている場所以外の業務遂行場所も含まれます。 

 

（３）「労働者」とは 

事業主が雇用する全ての労働者をいい、パートタイム労働者、契約社

員等の非正規雇用労働者、派遣労働者も含まれます。 

 

（４）「優越的な関係を背景とした」言動とは 

労働者が業務を遂行するに当たり、行為者に対して抵抗又は拒絶す

ることができない関係性を背景になされるものをいい、例えば、以下のも

の等が含まれます。 

・ 職務上の地位が上位の者による言動 

・ 同僚又は部下による言動で、行為者が業務上必要な知識や豊富

な経験を有し、行為者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行う

ことが困難であるもの 

 ・ 同僚又は部下からの集団による行為で、抵抗又は拒絶することが

困難であるもの 

イ 立替払の対象となる賃金 

退職日の６か月前の日から立替払請求日の前日までの間に支払期日

が到来している未払給与と退職金（ボーナス、その他臨時的に支払われ

る賃金、解雇予告手当等を除く）が対象です。ただし、総額２万円未満のと

きは対象外です。 

ウ 立替払の額 未払賃金（上限あり）の８割 

退職日の年齢 未払賃金の上限 立替払の上限 

４５歳以上 ３７０万円 ３７０万円×０.８  ２９６万円 

３０歳以上 
４５歳未満 

２２０万円 ２２０万円×０.８  １７６万円 

３０歳未満 １１０万円 １１０万円×０.８   ８８万円 

例）退職日に３５歳で未払賃金が２００万円の場合は、立替払額１６０万円 
〃           ３００万円       〃     １７６万円 

（上限が２２０万円のため） 

★★問い合わせ先★★ 

管轄の労働基準監督署（Ｐ１２３参照） 
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